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  規   則   

規 則 第   １   号   

平成２８年 １ 月１５日   

 

 熊本市軌道条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 

 

                       熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市軌道条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

 

熊本市軌道条例の一部を改正する条例（平成２７年条例第７０号）の施行期日は、

平成２８年２月１日とする。 
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  告   示   

告 示 第 １ 号   
平成２８年１月４日 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、同法第８２条第２項及び同法第１１５条

の５第２項の規定による届出がされたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号）第１３１条の２、同法第８５条及び同法施行規則第１３３の２、同法第１１５条の１０及び

同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
別紙一覧のとおり（登載省略） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ４ 号   
平成２８年１月５日 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２

９条第１項の障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第５１条第１項第１号の規定により告示

する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 事業所の名称及び所在地 
 (1) ヘルパーステーションゆめ咲 

   熊本市中央区大江三丁目１番４３号３０３大江浜坂ビル 

 (2) アウトリーチ 

   熊本市東区健軍一丁目３８番１３号 

 (3) 自立の店ひまわりパン工房・カフェ 

   熊本市中央区国府一丁目５３０番 

 (4) ふとりねこ焙煎所 

   熊本市中央区東子飼町８番４３号 

２ 事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

(1) 合同会社アイ・エス・ケア 

 熊本市南区出仲間八丁目９番３－１００６号  

山下 法子 

(2) 株式会社アソート 

熊本市東区健軍一丁目３８番１３号  

宮下 武 

(3) 特定非営利活動法人自立の店ひまわりパン工房・カフェ 

   熊本市中央区新町一丁目３番1号 

   牧野 智子 

 (4) ＮＰＯ法人 ＵＤくまもと 

   熊本市中央区西子飼町３番２２号レオパレス西子飼町１０５号 

   矢ヶ部 孝志 

３ 指定年月日   

平成２８年１月１日 

４ 障害福祉サービスの種類 

 (1) 居宅介護、重度訪問介護 

(2) 就労継続支援Ａ型 

(3)(4) 就労継続支援Ｂ型 

５ 主たる対象とする障害の種類   
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(1) 居宅介護：身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児 

重度訪問介護：定めなし 

(2) (3) 身体障害者、知的障害者、精神障害者 

(4) 知的障害者、精神障害者 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ５ 号   
平成２８年１月５日 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の障害児通所支援事業者を指定

したので、同法第２１条の５の２４第１項第１号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 事業所の名称及び所在地 
(1) ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター熊本 

熊本市北区清水本町２２番３４号 

(2) キッズリハ北区 

熊本市北区楡木一丁目１番２０号 

 (3) そらひろ 虹のいえ 

   熊本市東区昭和町９番２３号トリヴァンベール昭和町１Ｆ 

 (4) コラゾン近見 

   熊本市南区近見八丁目６番１０１号 

２ 事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

(1) 株式会社三葉 

福岡県北九州市小倉南区葛原一丁目２番３５号 

北田 健二 

(2) 一般社団法人中川児童会 

熊本市北区鹿子木町５６番地２ 

中川 学 

  (3) 株式会社ソラヒロ 

   熊本市中央区新屋敷二丁目２７番１７号１Ｆ 

   池田 英彦 

 (4) 株式会社ビアヒロ 

   宮城県黒川郡富谷町東向陽台二丁目１３－５－１ 

   諸隈 英人 

３ 指定年月日   

平成２８年１月１日 

４ 障害児通所支援サービスの種類 

(1)(4) 児童発達支援、放課後等デイサービス 

 (2)(3) 放課後等デイサービス 

５ 主たる対象者   

(1) 重症心身障害児を除く障害児 

(2)(3)(4) 定めなし 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ６ 号   
平成２８年１月６日 

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条及び第

１３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動及び保管したので、同条例第１４
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条第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 

(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 

ア 平成２７年１２月１１日 中央区平成二丁目平成駅前自転車駐車場，東区昭和町１６－１６，南区富合

町志々水１５１富合駅高架下自転車駐車場 

イ 平成２７年１２月１４日 銀座通りエリア，新市街エリア，中央区坪井六丁目３７，北区兎谷一丁目２

ウ 平成２７年１２月１５日 西区春日三丁目１２，中央区出水一丁目４３１水前寺児童公園前駐輪場，中

央区大江一丁目４，中央区渡鹿八丁目東海学園前駅駐輪場，東区健軍四丁目

庄口公園駐輪場，北区清水亀井町４９，北区鶴羽田二丁目１２ 

エ 平成２７年１２月１６日 銀座通りエリア，手取エリア，上通りエリア，新市街エリア 

オ 平成２７年１２月１８日 手取エリア，上通りエリア，新市街エリア，並木坂エリア 

カ 平成２７年１２月２１日 銀座通りエリア，手取エリア，上通りエリア，新市街エリア，辛島エリア，

中央区坪井六丁目１８，並木坂エリア 

キ 平成２７年１２月２２日 銀座通りエリア，手取エリア，新市街エリア，並木坂エリア 

ク 平成２７年１２月２４日 銀座通りエリア，市庁舎南側駐輪場，市庁舎北側駐輪場，市役所地下駐輪場，

手取エリア，上通りエリア，上通自転車駐輪場，新市街エリア，中央区春竹

町４８５，中央区辛島町辛島公園地下自転車駐車場，中央区東阿弥陀寺町２，

東区健軍四丁目８，並木坂エリア 

ケ 平成２７年１２月２５日 健軍駐輪場，健軍変電所前駐輪場，新水前寺駅西高架下駐輪場，中央区神水

一丁目２６，中央区水前寺五丁目２３－１熊本競輪場，南区会富町１０１ 

(2) 保管の場所 平成自転車保管所 

(3)  保管の期間 平成２８年４月６日まで 

２ 移動・保管台数 

  自転車 ２１７台 

３ 返還事務を行う曜日・時間 

  月曜日から土曜日まで 

  午前１０時から午後４時３０分まで 

  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 

４ 返還を受けるための必要事項 

自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返還 

通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示等

しなければならない。 

５ 連絡先（返還事務を行う場所） 

  平成自転車保管所（電話 ０９６－３６４－３９１０） 

  熊本市中央区平成二丁目２３５番（平成跨線橋下） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ８ 号   
平成２８年１月８日 

 熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条及び第

１３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づいて移動及び保管した自転車を、同条例第１４条第２

項及び第１６条第２項並びに同条例施行規則（昭和６１年規則第７号）第１８条の規定に基づき売却

等を行うので、同条例施行規則第１７条に基づき次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 売却又は廃棄の対象となる自転車の種別、形式、色その他自転車等を特定する事項 
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別表のとおり（登載省略） 
２ 売却又は廃棄の年月日 

平成２８年１月８日 
３ 売却又は廃棄の台数 

自転車 １２５台 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ９ 号   
平成２８年１月１２日 

 平成２７年度市県民税納税通知書の送達を受けるべき次の者の住所及び居所が不明のため、当該書類を

送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭

和２５年告示第８９号）第１３条の規定により告示する。 

  なお、当該書類は、熊本市財政局課税管理課で保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
該当年度 税目 期別 指定納期限 住所及び氏名（登載省略） 

平成２７ 市県民税 ４期 平成２８年２月１日 ６名 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ０ 号   
平成２８年１月１２日 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５の規定による届出がされたので、同法第７８

条の１１及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の１４の規定により告示する。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ４ 号   
平成２８年１月１４日 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の障害児通所支援事業者を指定

したので、同法第２１条の５の２４第１項第１号の規定により告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

１ 事業所の名称及び所在地 
ふりーだむ 子ども支援センター 出町 
熊本市西区出町７番３号 

２ 事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
株式会社ふりーだむ 

 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字久石１番地１０１ 
組脇 泰光 

３ 指定年月日   
平成２８年１月１５日 

４ 障害児通所支援サービスの種類 
   放課後等デイサービス 
 
 

介護保険事

業所番号 
事業所の名称及び所在地 

申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 
廃止年月日 

サービスの 

種類 

４３９０１

０１３６０ 

セントケア巡回ステーションくまも

と 

熊本市中央区十禅寺一丁目３番１号

セントケア九州株式会社 

熊本市中央区十禅寺一丁目３番１号 

代表取締役 東 善郎 

平成２８年 

１月３１日 

定期巡回･随時

対応型訪問介

護看護 
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告 示 第 １ ５ 号   
平成２８年１月１４日 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２

９条第１項の障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第５１条第１項第１号の規定により告示

する。 

熊本市長  大 西 一 史   
１ 事業所の名称及び所在地 

しま寮 

熊本市南区島町三丁目５番２３号 

２ 事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

ＮＰＯ法人くまもと福祉ネットワーク 

熊本市西区蓮台寺五丁目３番３３号 

渡邉 充朗 

３ 指定年月日 

平成２８年１月１２日 

４ 障害福祉サービスの種類 

共同生活援助 

５ 主たる対象とする障害の種類  

知的障害者、精神障害者、難病患者 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ７ 号   
平成２８年１月１５日 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整

備法」という。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた

整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の同法第５

３条第１項本文の指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）

第１３１条の２並びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示す

る。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ８ 号   
平成２８年１月１５日 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整

備法」という。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた

介護保険事業

所番号 
事業所の名称及び所在地 

申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 
指定年月日 

サービスの 

種類 

４３７０１１

１７７７ 

ケアサポート凛 

熊本市北区植木町富応６３３番地

合同会社 凛 

熊本市北区植木町富応６３３番地 

代表社員 牧野 靜代 

平成２８年 

１月２５日 
訪問介護 

４３７０１１

１７７７ 

ケアサポート凛 

熊本市北区植木町富応６３３番地

合同会社 凛 

熊本市北区植木町富応６３３番地 

代表社員 牧野 靜代 

平成２８年 

１月２５日 

介護予防訪問

介護 
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整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の同法第５

３条第１項本文の指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）

第１３１条の２並びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示す

る。 

熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 １ ９ 号   
平成２８年１月１５日 

国民健康保険料督促状の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申し出に

より交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
年度 期別 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

平成２７年度 

 

 

 

 

 

１１月期 ４６８名 

１０月期 ３０名 

９月期 ４名 

８月期 ２名 

７月期 ３名 

６月期 １名 

平成２６年度 

 

３月期 １名 

２月期 １名 

上記の者は、指定期限までに国民健康保険料を納付するよう通知する。 
 指定期限 平成２８年１月２１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ０ 号 
平成２８年１月１５日 

介護保険料督促状の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、介護保険法（平成９年法律

第１２号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２、及び

熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号）第９条の規定により告示する。 

 なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
 
 
 

介護保険事

業所番号 
事業所の名称及び所在地 

申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 
指定年月日 

サービスの 

種類 

４３７０１

１１７８５ 

ふうの木ヘルパーステーション 

熊本市東区西原一丁目１１番６３

号 

社会福祉法人 永幸福祉会 

熊本市東区西原一丁目１１番６３号 

理事長 米澤 義一 

平成２８年 

１月１６日 
訪問介護 

４３７０１

１１７８５ 

ふうの木ヘルパーステーション 

熊本市東区西原一丁目１１番６３

号 

社会福祉法人 永幸福祉会 

熊本市東区西原一丁目１１番６３号 

理事長 米澤 義一 

平成２８年 

１月１６日 

介護予防訪問

介護 
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年度 期別 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

平成２７年度 １１月期 １５２名 

１０月期 １５名 

９月期 １名 

上記の者は、指定期限までに介護保険料を納付するよう通知する。 

指定期限 平成２８年１月２１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ １ 号   
平成２８年１月１５日 

後期高齢者医療保険料督促状の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。 

熊本市長  大 西 一 史   
年度 期別 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

平成２７年度 １１月期 １３名 

上記の者は、指定期限までに後期高齢者医療保険料を納付するよう通知する。 

指定期限 平成２８年１月２１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
告 示 第 ２ ２ 号   
平成２８年１月１５日 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第２項の規定に基づき保管した広告物又は掲出

物件について、次のとおり告示する。 
熊本市長  大 西 一 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  公   告   

公 告 第 ２ 号   
平成２８年１月４日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

撤去日 名称又は種類 数量 撤去場所 保管開始日 その他 

１２月２１日 立看板等 １ 戸島西 １２月２２日  

１２月２２日 はり札等 １０ 長嶺南・八反田 １２月２３日  

１２月２４日 
はり札等 ３ 薄場・砂原町 

１２月２５日 
 

立看板等 １ 池田  

１月４日 
はり札等 ３ 清水本町・土河原町 

１月５日 
 

立看板等 １ 鶴羽田  

１月５日 
はり札等 １ 榎町 

１月６日 
 

立看板等 ８ 榎町・良町  

１月１２日 はり札等 ６ 新南部・楠・琴平本町・東野 １月１３日  

保管場所 熊本市花畑別館（熊本市中央区花畑町３－１） 
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１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区八分字町字十三居屋敷５４９番、５５０番 
１，５７７．６６平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
熊本市中央区水前寺一丁目２２番１８号 
株式会社 タウン開発 

代表取締役 前田 尚毅 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ９ 号   
平成２８年１月５日   

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基づき、次のように都市公園の供用を

開始するので公告する。 
都市公園の区域に関する関係図書は、熊本市都市建設局東部土木センター総務課において一般の縦

覧に供する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 名称及び位置 
名称 

位置 
番号 公園名 

２・６９１ 佐土原二丁目中央公園 熊本市南東区佐土原二丁目４７４番１１ 

２・６９２ 佐土原三丁目西公園 熊本市南東区佐土原三丁目３４６０番４５ 

２ 供用開始の期日 
  平成２８年１月５日 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ １ 号   
平成２８年１月６日   

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定による新設の届出があった

ので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供す

る。 

 なお、当該大規模小売店舗の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につ

いて意見を有する者は、平成２８年５月６日までに、市長に対し、意見書を提出することができる。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ドラッグコスモス島崎西店 

  熊本市西区島崎五丁目１４番９ 外 

２ 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

名称及び代表者氏名 住所 

株式会社コスモス薬品 

代表取締役 宇野 正晃 
福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

名称及び代表者氏名 住所 

株式会社コスモス薬品 

代表取締役 宇野 正晃 
福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  平成２８年８月２６日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 



平成 28 年 2 月 1 日        熊 本 市 公 報        第 1417 号 
 

- 12 - 
 

  １，１９７平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の位置及び収容台数 

建物北側 ４９台 

(2) 駐輪場の位置及び収容台数 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 １ ２ 号   
平成２８年１月６日   

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定による変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、

当該届出を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につ

いて意見を有する者は、平成２８年５月６日までに、市長に対し、意見書を提出することができる。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ゆめタウンサンピアン店 

  熊本市東区上南部二丁目２番２号 

２ 変更しようとする事項の概要 

(1) 駐車場の位置及び収容台数 

駐車場Ｎｏ． 
収容台数 

位置 
変更前 変更後 

Ｎｏ．１ ２１２台 ２３８台 建物敷地内 

Ｎｏ．２ ８５台 ９４台 建物南西側 

Ｎｏ．３ ４０９台 ２９０台 建物南側 

Ｎｏ．４ ７６台 ６４台 建物南東側 

Ｎｏ．５ ２９５台 １２４台 建物東側 

Ｎｏ．６ ４４台 ４６台 建物北東側 

Ｎｏ．７ ５６台 １０１台 建物北側 

Ｎｏ．８ ７４台 １３６台 建物北側 

Ｎｏ．９ ４０台 ― 建物北側 

Ｎｏ．１０ １３６台 ― 建物北側 

Ｎｏ．１１ ０台 ９１台 建物北側 

Ｎｏ．１２ ４７３台 ４６８台 建物敷地内 

合計 １，９００台 １，６５２台  

※Ｎｏ．１１の変更後台数は、従業員用２４台を含む。 

(2) 駐輪場の位置及び収容台数 

駐輪場Ｎｏ． 
収容台数 

位置 
変更前 変更後 

Ａ １６０台 １２０台 建物敷地内 

Ｂ ２４０台 ３０台 建物敷地内 

Ｃ ― ２０台 建物敷地内 

Ｄ ― １６５台 建物敷地内地下 

合計 ４００台 ３３５台  
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(3) 駐車場の出入口の数及び位置  

駐車場Ｎｏ． 
出入口の数 

位置 
変更前 変更後 

Ｎｏ．１ ２箇所 ２箇所 建物敷地内 

Ｎｏ．２ ２箇所 ２箇所 建物南西側 

Ｎｏ．３ ３箇所 ２箇所 建物南側 

Ｎｏ．４ １箇所 １箇所 建物南東側 

Ｎｏ．５ ２箇所 ２箇所 建物東側 

Ｎｏ．６ １箇所 １箇所 建物北東側 

Ｎｏ．７ １箇所 １箇所 建物北側 

Ｎｏ．８ ２箇所 ２箇所 建物北側 

Ｎｏ．９ ２箇所 ０箇所 建物北側 

Ｎｏ．１０ ４箇所 ０箇所 建物北側 

Ｎｏ．１１ ― １箇所 建物北側 

Ｎｏ．１２ ４箇所 ４箇所 建物敷地内 

合計 ２４箇所 １８箇所  

３ 変更する年月日 

平成２８年８月２６日 

４ 変更する理由 

  経営環境に対した営業政策のため。 

５ 届出年月日 

平成２７年１２月２５日 

６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

熊本市農水商工局商工振興課、熊本市東区役所総務企画課及び熊本県商工観光労働部商工労働

局商工振興金融課 

(2) 縦覧期間 

平成２８年１月６日から平成２８年５月６日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 １ ４ 号   
平成２８年１月６日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市西区沖新町字山下割１０２４番４、１０２４番７  

  ４９９．９６平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ２ ８ 号   
平成２８年１月１４日   

 熊本市の一部の地域を受益地とする船津・清田地区土地改良事業（農業用道路）を県営事業として

施行すべきことを申請したいので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８５条の２第２項の

規定により、下記事項を記載した書類とともに、この旨公告する。 
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 なお、この受益地内にある農用地の所有者でその農用地について耕作若しくは養畜の業務を営まな

いもの又はこの地域内にある農用地以外の土地を所有権以外の権原に基づいて使用収益している者で、

その農用地又は土地についてこの土地改良事業に参加しようとするものは、同法第３条の規定により、

平成２８年１月２６日までに熊本市農業委員会に当該土地改良事業に参加すべき旨を申し出ること。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 土地改良事業計画の概要 

別紙「県営船津・清田地区土地改良事業（農業用道路）計画概要書」（登載省略）のとおり 

２ 事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準 

(1) 県営総事業費予定額６９７，０００千円（うち事務費３３，０００千円） 

     （平成２７年度単価。但し物価変動により将来変動がある。） 

  事業費 事務費 

国庫負担予定額 ３３２，０００千円（５０％）  

県費負担予定額 １６６，０００千円（２５％） ３３，０００千円（１００％） 

市町村負担予定額 １６６，０００千円（２５％）  

地元負担予定額  －    （  ）  

計 ６６４，０００千円    ３３，０００千円     

(2) 土地改良法第９１条の規定による分担金の納入方法 

該当なし 

(3) 地元負担の予定基準 

該当なし 

３ 予定管理方法等（又は予定管理者を記載した書面） 

別紙「県営船津・清田地区土地改良事業によって造成される施設の予定管理方法」（登載省略） 

による 

４ 特別徴収金に関する事項 

本事業の施行に係る地域内の土地につき同法第３条に規定する資格を有する者は、当該工事の完 

了につき、同法第１１３条の２第３項の規定による公告があった日から起算して、８年を経過しな 

い間に、当該土地をこの事業の計画において予定した用途以外の用途（以下「目的外用途」という。） 

に供するため所有権の移転等をした場合、又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合（当該土地 

を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。）には、同 

法第９１条の２の規定により、特別徴収金を徴収されることがある。 

５ 受益地を明示した図書 

  別紙「概要図」（登載省略）のとおり 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ０ 号   
平成２８年１月１４日   

 熊本市の一部の地域を受益地とする船津・清田地区土地改良事業（農業用用排水施設）を県営事業

として施行すべきことを申請したいので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８５条の２第

２項の規定により、次の事項を記載した書類とともに、この旨公告する。 

 なお、この受益地内にある農用地の所有者でその農用地について耕作若しくは養畜の業務を営まな

いもの又はこの地域内にある農用地以外の土地を所有権以外の権原に基づいて使用収益している者で、

その農用地又は土地についてこの土地改良事業に参加しようとするものは、同法第３条の規定により、

平成２８年１月２６日までに熊本市農業委員会に当該土地改良事業に参加すべき旨を申し出ること。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 土地改良事業計画の概要 

別紙「県営船津・清田地区土地改良事業（農業用用排水施設）計画概要書」（登載省略）のとお 
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り 

 ２ 事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準 

(1) 県営総事業費予定額２９２，９００千円（うち事務費１４，０００千円） 

    （平成２７年度単価。但し物価変動により将来変動がある。） 

  事業費 事務費 

国庫負担予定額 １３９，４５０千円（５０％）  

県費負担予定額 ６９，７２５千円（２５％） １４，０００千円（１００％） 

市町村負担予定額  ２７，８９０千円（１０％）  

地元負担予定額  ４１，８３５千円（１５％）  

計 ２７８，９００千円    １４，０００千円     

(2) 土地改良法第９１条の規定による分担金の納入方法 

本事業の区域を地域とする熊本市は、土地改良法第９１条第２項の規定により、熊本県が同 

法第３条に規定する資格を有する者に対する分担金に代えて当該市にこれに相当する額として 

負担させる金額を熊本県に対し負担する。 

(3) 地元負担の予定基準 
熊本市は、条例で同法第３条に規定する資格を有する者から本事業の施行地域内の農用地に 

つき地積割を基準として、同法第９１条第３項の規定により当該市町村が負担する分担金に相

当する金額の分担金を徴収する。 

３ 予定管理方法等（又は予定管理者を記載した書面） 

別紙「県営船津・清田地区土地改良事業によって造成される施設の予定管理方法」（登載省略）

による 

４ 特別徴収金に関する事項 

本事業の施行に係る地域内の土地につき法第３条に規定する資格を有する者は、当該工事の完 

了につき、同法第１１３条の２第３項の規定による公告があった日から起算して、８年を経過し

ない間に、当該土地をこの事業の計画において予定した用途以外の用途（以下「目的外用途」と

いう。）に供するため所有権の移転等をした場合、又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合

（当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除

く。）には、同法第９１条の２の規定により、特別徴収金を徴収されることがある。 

５ 受益地を明示した図書 

   別紙「概要図」（登載省略）のとおり 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ３ 号   
平成２８年１月１５日   

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、平成２７年度 

熊本市農用地利用集積計画第１０号を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 縦覧場所  

 熊本市農水商工局農業政策課担い手推進室 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 ３ ６ 号   
平成２８年１月１５日   

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７６条の３第２項の規定に基づき建築協定の提出があ

ったので、同法第７１条の規定により次のとおり公告する。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 申請者           
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熊本県菊池市赤星２１１４番地１ 
  株式会社八方建設 
   代表取締役 前川 浩志 
２ 協定の名称  

THE LAST RESORT 水前寺建築協定 
３ 協定の区域  

熊本市中央区水前寺四丁目７１番１０ 外７筆 
４ 協定の内容  

関係書類は次の要領で関係者の縦覧に供する。 
(1) 縦覧期間 

平成２８年１月１５日から平成２８年２月３日まで 
(2) 縦覧場所 

熊本市都市建設局建築指導課 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ７ 号   
平成２８年１月１５日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
熊本市南区城南町舞原字出水原７５８番２ 

  ２１３．４２平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
  登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ４ ０ 号   
平成２８年１月１５日   

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、本市の町の区域及び名称

を変更するため、住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第５条の２第１項の規定に基

づき次のとおり公告する。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 町の区域及び名称の変更案 

  【南区合志一、二丁目及び白藤一、二丁目地域】 

変更前町界町名 変更後町界町名 摘要 

合志一丁目 合志二丁目 ＪＲ操車場跡地 

白藤二丁目 白藤一丁目 ＪＲ操車場跡地 

   ※ 別図、（現・新）町界町名図（登載省略）のとおり 

２ 変更時期 平成２８年４月（予定） 

３ 縦覧期間 平成２８年１月１５日から平成２８年２月１３日まで 

４ 縦覧場所 熊本市市民局区政推進課 
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  中 央 区   

中 央 区 告 示 第 １ 号   
平成２８年１月５日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年１２月２５日に職権

により消除したので、同条第４項の規定により告示する。 

熊本市中央区長  萱 野 晃  

 以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  南   区   

南 区 告 示 第 １ 号   
平成２８年１月１２日   

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年１２月１７日に職権

により消除したので、同条第４項の規定により告示する。                              

熊本市南区長  田 畑 公 人 
以下、登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  北   区   

北 区 告 示 第 １ 号   
平成２８年１月７日   

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２７年１２月１７日に職権

により消除したので、同条第４項の規定により告示する。                             

熊本市北区長  田 上 美 智 子 
以下、登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  東   区   

東 区 告 示 第 １ 号   
平成２８年１月７日   

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２８年１月５日に職権によ

り消除したので、同条第４項の規定により告示する。                                

熊本市東区長  中 原 裕 治 
以下、登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
東 区 告 示 第 ２ 号   
平成２８年１月１５日   

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２８年１月１２日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。                              

熊本市東区長  中 原 裕 治 
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以下、登載省略 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 上 下 水 道 局  

上下水道局告示第１号   
平 成 ２ ８ 年 １ 月 ４ 日   

公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第

７９号）第９条の規定に基づき、次のとおり告示する。 

  その関係図面は、平成２８年１月４日から２週間、熊本市上下水道局管路維持課において一般の縦

覧に供する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

１  公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 

    平成２８年１月４日 

２ 下水を排除し、及び処理する区域 

(1) 東部処理区 

東区下江津一丁目、東区下江津五丁目、東区長嶺東八丁目、東区佐土原二丁目及び東区佐土原 

三丁目の各一部 

(2) 西部処理区 

西区島崎四丁目、西区中島町及び南区八分字町の各一部 

(3) 熊本北部流域下水道関連処理区 

北区楠野町の一部 

(4) 富合処理区 

南区富合町杉島の一部 

(5) 植木処理区 

北区改寄町、北区植木町広住及び北区植木町滴水の各一部 

３  供用を開始する排水施設の位置 

    前項に示す区域内 

４  供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別 

分流式 

５ 下水の処理を開始する終末処理場の位置及び名称 

(1) 東部処理区 

東区秋津町秋田５３６番地 

東部浄化センター 

(2) 西部処理区 

西区沖新町４９４４番地３ 

西部浄化センター 

(3)  熊本北部流域下水道関連処理区 
北区鶴羽田町１２番地１ 
熊本北部浄化センター 

(4)  富合処理区 
宇土市高柳町１３８番地 
宇土終末処理場 

(5)  植木処理区 
北区鶴羽田町１２番地１ 
熊本北部浄化センター 
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上下水道局告示第２号   
平 成 ２ ８ 年 １ 月 ８ 日   

次の者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったので、熊本市上下水道局指定給水装置工事事

業者規程（平成１０年水道局規程第５号）第１０条第２号の規定により告示する。 
熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 事業所所在地・名称・代表者名 廃止年月日 

第３４６号 

熊本市東区月出二丁目３番４８号 

ワタナベ設備 

代表者 渡邉 一雄 

平成２７年１１月３０日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  病   院   局   

病 院 局 公 告 第 ５ ３ 号   
平成２８年１月４日   

平成２７年度熊本市職員採用選考試験案内について、次のとおり公告する。 

熊本市病院事業管理者  髙 田 明  

１ 試験名称 平成２７年度熊本市職員採用選考試験（医師） 

２ 申込期間 平成２８年１月４日（月）から平成２８年１月２９日（金）まで 

３ 試験区分、職種、採用予定者数 

試験区分 職  種 採用予定者数 

免許資格職 医師 １人 

４ 試験案内配布場所 熊本市民病院総務課 

熊本市ホームページ及び熊本市民病院ホームページにも試験案内を掲載する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  監  査   

監 委 公 告 第 １ 号 
平成２８年１月１５日   

 監査結果に基づき、又は監査の結果を参考にして講じた改善策について、熊本市長等より通知があ

ったので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により公表する。 
                          熊本市監査委員  家 入 安 弘 
                            熊本市監査委員  坂 田 誠 二 
                             熊本市監査委員  飯 銅 芳 明 
                             熊本市監査委員  坂 本 邦 彦 
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平成２６年度一般・特別会計定期監査（財務）の結果に対する措置 

 

                      農水商工局 農業政策課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜証明手数料の指定金融機

関への払込みについて＞ 

 窓口（本庁８階農業政策

課）で収納された「農地に

関する証明手数料」が、何

日分かの収納金額をまとめ

て指定金融機関に払込まれ

ていた。 

 会計規則では、現金を収

納したときは、収納した日

の翌日までに指定金融機関

等へ払込むものとすると規

定されている。この規則は、

現金の収納事務における現

金の紛失、盗難等の事故を

回避するために規定されて

いるものなので、職員一人

ひとりがその重要性を認識

し、現金については慎重に

扱わなければならない。 

 また、指定金融機関が本

庁の１階にあり、毎日払込

むことが十分に可能である

と思われるので、金額の多

少にかかわらず、適正な収

納事務を行われたい。 

指摘後、翌日までに指定金融機関への払い込

みを行うように改めた。 

平成２７年 

４月１日 
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平成２６年度一般・特別会計定期監査（財務）の結果に対する措置 

 

                      観光文化交流局 スポーツ振興課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜業務委託における仕様書

及び見積書の内訳について

＞ 

 城南総合スポーツセンタ

ー樹木剪定業務委託契約に

おいては、契約前の主管課長

との事前協議及び実施伺の

段階で、業務の仕様を樹木伐

採及び残材処分としていた

が、実際の業務においては口

頭指示により雑草刈も合わ

せて受託者に行わせていた。

この業務内容の変更につい

ては、見積り参加業者の見積

書の内訳の中で雑草刈との

記載が確認出来るだけで、発

注者である当市の仕様書及

び伺からは何も確認するこ

とが出来なかった。また、見

積りの内容も樹木剪定と雑

草刈それぞれの積算が必要

であったが、実際は雑草刈の

みを想定したようなものと

なっていた。 

 一度決裁を受けた業務内

容を変更する場合には、当然

変更に係る決裁が必要であ

り、適切に処理されたい。 

 また、積算単価が異なる業

務を合わせて発注する場合

には、見積金額の根拠を確認

するうえにおいても業務毎

の内訳を明確にされた見積

書を徴取されたい。 

 

 今後は業務内容を仕様書や伺い文章にきちんと

明記し、業務ごとの内訳を明確にした見積書を提

出させるよう改善を行った。 

 また、一度決裁を受けた業務内容を変更する場

合があれば変更の決裁を行うことを周知徹底し

た。 

 なお、決裁者においても決裁する際にはその内

容をこれまで以上に精査するよう注意する。 

平成２７年 

４月１日 
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平成２６年度一般・特別会計定期監査（財務）の結果に対する措置 

 

                      北区役所 農業振興課北部分室 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜見積書の確認について＞ 

 明徳町五反田地区排水路

上補修工事において、小規模

工事等に係る有資格者名簿

（契約検査総室が管理）に登

載されている６社の業者を

選定し、見積り合わせが行わ

れていたが、このうち 低価

格であった業者から徴取さ

れた見積書の首標金額が鉛

筆書きのまま業者が決定さ

れ、契約締結されていた。 

 調査の結果、業者が会社内

の決裁のため、見積り金額を

鉛筆で記載していたものを、

そのまま提出したものであ

ることが判明した。 

 熊本市会計規則において

は、証拠書類は鉛筆その他の

消滅しやすいもの（消えるボ

ールペンなど）を使用しては

ならないとされており、ま

た、証拠書類の首標金額は改

ざん又は訂正してはならな

いとされている。 

 見積り合わせの場合の見

積書が鉛筆書きであること

は適当ではないものの、金額

の確認ができ、それに基づい

てなされた契約自体は無効

とまでは言えないが、契約締

結等の事務処理においては、

修正や訂正が不可能なボー

ルペン等で記載されている

証拠書類が必要であるため、

見積書の徴取にあたっては、

記載漏れや鉛筆書きなどが

ないか確認するよう徹底さ

れたい。 

 工事関係の書類は、工事担当者が作成し、書類

の確認すべき項目を網羅した契約事務チェック

リストにより確認している。これまでは、主に主

査がチェックしていたが、今後は、事務職員、決

裁権者全員のチェック欄を設けてチェック体制

を強化した。 

 また、証拠書類の金額、数量等は、鉛筆その他

の消えるボールペン等で書かれている可能性が

あるので、必ず消しゴムをかけてチェックするよ

うに改めた。 

平成２７年 

４月１日 
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平成２６年度一般・特別会計定期監査（財務）の結果に対する措置 

 

                      教育委員会事務局 熊本市立図書館 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

 

複写料の収入事務について 

 

複写料の収入事務において、

窓口担当の嘱託職員が一連

の収納事務を行い、業務終了

後、集計表と現金を職員へ渡

している。 

 これを受け職員は、調定を

行っているが、レジスターの

記録や申込書までの確認作

業がされていなかったため、

レジスターの合計額と申請

書金額及び調定金額が不一

致であった。 

 また、レジスターで収納し

た複写料について、領収証の

未発行があった。 

 収入すべき金額は、集計表

だけでなく証拠書類である

レジスターの記録及び申込

書と照合し確認すること 

また、レジスターで収納した

複写料については、会計規則

第１９条により領収証を発

行しなければならないもの

であることから、正確な収入

事務を行うこと 

  

 

 

 

 

・収入事務の流れを下記のとおり改善した。 

① 窓口担当の嘱託職員は、レジスター記録と申

請書と現金の３点を照合し集計表を作成 

② 業務終了後、レジスター記録、申請書、現金

及び集計表を職員へ渡す 

③ 翌日、職員は、前号の４点をチェックし調定

処理を行う 

 

・窓口担当の嘱託職員へレジスターで収納した複

写料については、必ず領収証を発行することを

徹底した。 

 

平成２７年 

３月２４日 
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平成２６年度一般・特別会計定期監査（財務）の結果に対する措置 

 

                      東区選挙管理委員会事務局  

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜選挙事務に係る時間外勤務命

令及び確認について＞ 

 

市長選挙及び衆議院議員総選

挙事務において、「時間外勤務命

令書」に、受命責任者印や所属長

印の押印漏れや、職務代理者の氏

名の記載漏れが見受けられた。 

また、「時間外勤務等報告・確

認書」に、従事時間の欄の記載内

容誤り、時間数の欄の鉛筆書き及

び無記入並びに確認者欄の押印

漏れなどが見受けられた。 

 

時間外勤務命令書や時間外勤

務等報告・確認書は、選挙事務従

事者の時間外手当支給の根拠と

なる重要な書類である。このこと

からも、作成にあたっては消滅し

にくいボールペン等を使用され

るとともに、必要項目の記載等の

漏れが無いよう努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「時間外勤務命令書」の回収時に確認

し、その場で修正するよう変更した。 

平成２７年４月執行の県議・市議選に

おいては、チェック体制を強化し、記載

事項の随時確認を行い、適正な処理を徹

底した。 

 今後、書類作成時の記載例を作成し、

選挙事務従事者等への説明・周知を徹底

するとともに、これまでのチェック体制

を充実していく。 

平成２７年 

４月２８日 
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平成２６年度一般・特別会計定期監査（財務）の結果に対する措置 

 

                      北区選挙管理委員会事務局  

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜選挙事務に係る時間外勤務命令

及び確認について＞ 

 

  市長選挙及び衆議院議員総選

挙事務において、「時間外勤務命

令書」に、受命責任者印や所属長

印の押印漏れや、職務代理者の氏

名の記載漏れが見受けられた。 

また、「時間外勤務等報告・確

認書」に従事時間の欄の記載内容

誤り、時間数の欄の鉛筆書き及び

無記入並びに確認者欄の押印漏れ

などが見受けられた。 

 時間外勤務命令書や時間外勤務

等報告・確認書は選挙事務従事者

の時間外手当支給の根拠となる重

要な書類である。このことからも

作成にあたっては消滅しにくいボ

ールペン等を使用されるととも

に、必要項目の記載等の漏れが無

いよう努められたい。 

 

 

 

 

 

 

平成２７年４月の県議会議員選挙より

チェック体制を強化し、適正に処理及び

執行を行っている。今後執行される選挙

においても、通常の説明に加え記載例を

添付するなど更なる関係者への周知を徹

底するとともに事務局においても記載事

項チェック項目を随時確認してチェック

体制の強化を行うこととした。 

平成２７年 

４月２８日 
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平成２７年度一般・特別会計定期監査（工事）の結果に対する措置 

 

                      総務局 危機管理防災総室 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜関係住民等への事前説明等につ

いて＞ 

・工事名 熊本市デジタル同報系

防災行政無線整備工事 

・工事期間 平成２６年１０月７

日から平成３０年３月２０日まで 

本工事は、同報系防災行政無線の

デジタル化と区域拡大をめざし、

本庁舎の親局、各区役所などの遠

隔制御局、及び中継局・屋外拡声

子局などの既存設備の更新、更に

高潮・津波被害の恐れがある沿岸

部や土砂災害危険箇所への新設を

行い、災害緊急情報などの市域各

所への一斉通知を可能とするもの

である。 

①関係住民等への事前説明につい

て 

 担当者を含む関係職員が、工事

の発注前に関係住民や地権者に対

する説明や協議の必要性を認識し

ていたものの、時間の制約などか

ら結果的に行わないまま発注して

いた。 

 工事が広く住民の安全に繋がる

ものであること、発注後に組織を

あげて関係住民等への説明を行っ

ていることなどから、これまでお

おむね予定どおりの進捗率で推移

しているものの、関係住民等に対

する事前の説明や協議を怠ったこ

とは、工事の計画的執行の観点か

ら明らかに実施手順としての適正

に欠けるものである。 

 今後、工事の計画に際しては、

より早い段階から関係住民等への

丁寧な説明と確実な協議を徹底す

ることで、適正かつ計画的な工事

の執行に努められたい。 

①今後、同様な工事を実施する場合、関係住

民等への事業計画の周知については、本市が

策定しているＰＩの実施方針に基づき、工事

等計画段階の早い時期に実施するよう徹底

することとし、工事発注前の照査項目に盛り

込むこととした。 

平成２７年 

８月３日 
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②工事の執行に係る態勢の整備等

について 

 営繕工事の執行については、従

来から財政局長通達の中で営繕課

や設備課に協議することとされて

おり、営繕課では技術支援や事業

課に代わって設計や工事監理を行

うため、毎年度全庁的に工事の発

注計画の照会を行っているが、本

工事の計画に際しては、担当者を

含む関係職員が通達の該当部分を

承知していなかったことから、営

繕課等に対し必要な協議を行わな

いまま、工事の計画から設計、工

事監理までを事業課のみで実施し

ていた。 

 事業課では基本計画や実施設計

を専門業者に委託していたもの

の、仮にこの段階から営繕課等と

の協議を行っていれば、より充実

した執行態勢や技術支援を得られ

た可能性が高いものと思われる。 

 このような点からも、毎年度当

初に出されている財政局長通達の

一部内容を複数の職員が見落とし

ていた点は看過しがたく、今後、

徹底した再発防止対策に取り組む

とともに、工事の計画や執行に際

しては、広く関係課と協議を行い、

適正な執行態勢の構築に努められ

たい。 

②執行以前において営繕課・設備課へ協議を

行うことの必要性について、局内にて周知徹

底を図った。危機管理防災総室においては、

今後も電気、土木関連工事を施工する可能性

があり得るため、改めて、工事設計等の事業

着手前の必要な手順を確認するチェックシ

ートを作成した。 
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平成２７年度一般・特別会計定期監査（工事）の結果に対する措置 

 

                      農水商工局 農業政策課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜土留工の設置について＞ 

・工事名  無田口排水機場

電気設備改修工事 

・工事期間 平成２６年１０

月３０日から平成２７年３

月３日まで 

 本工事は、設置から１９年

を経過した排水機場の老朽

化に伴う改修工事のうち電

気設備に係るもので、引込み

柱や高圧引込み受電盤をは

じめとした各種電気盤など、

主要設備の更新を行うもの

である。 

 敷地内において、地中に埋

設された既設接地極の周囲

のみを深さ１．６５ｍほど掘

り起こしてこれを撤去する

計画としていたが、実際には

受注者の判断で当該接地極

周辺の広い範囲を１．７ｍの

深さまで直堀りを行い、土留

工などの崩落防止の対策を

設けないまま中で作業を行

っており、掘削穴の近傍には

建設機械の往来も確認され

た。 

 国土交通省の建設工事公

衆災害防止対策要綱土木工

事編においては、掘削の深さ

が１．５ｍを超える直堀りを

行う場合には原則として土

留工をしなければならな 

課内会議を実施し工事担当者全員へ地盤の掘削

工事において同様の事態を招くことがないよう、

請負者に対し十分な安全対策の実施を指導すると

ともに、施工内容に変更が伴う場合は事前協議の

徹底を指導するよう周知した。 

平成２７年 

８月３日 
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いこととしており、今回のケ

ースにおいても当該原則を

免れる具体的事由は認めら

れず、土留工を設けるべきで

あったと判断される。 

 また、掘削穴での作業中に

は建設機械を近づけないな

ど、十分な安全上の配慮が必

要であったと思料される。 

 今後地盤の掘削工事にお

いて同様の事態を招くこと

がないよう、受注者に対し十

分な安全対策の実施を指導

するとともに、設計仕様の変

更など工事目的物に係る変

更に止まらず、施工方法の変

更についても、事前協議を行

うよう指導を徹底されたい。 
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平成２７年度一般・特別会計定期監査（工事）の結果に対する措置 

 

                      教育委員会事務局  施設課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

解体工事における石綿ばく露

防止対策について 

 

 解体工事における石綿のば

く露は、深刻な健康被害を及

ぼす恐れがあることから、国

による石綿障害予防規則や建

築物解体工事共通仕様書で厳

格なばく露防止対策が規定さ

れている。 

 本工事では、既設附属施設

の一部に石綿含有のスレート

板が使用されていたため、設

計図書において必要なばく露

防止対策のレベルを記載して

いたものの、施工においては

防塵のための湿潤化が行われ

ていただけで、解体前の事前

調査、呼吸用保護具の着用、

手ばらしによる解体など、必

要な石綿ばく露対策が採られ

ていなかった。 

 工事関係者は法令などを遵

守し再発防止に努め、設計、

施工管理、工事監理のそれぞ

れにおいて十分な注意と計画

のもと石綿ばく露防止対策を

徹底されたい。 

 

 

 

今回の指摘事項は、監督員の、受注者との施工内

容の確認不足など、施工監理が不十分であったこと

が原因であったと考えている。 

これを踏まえ、設計書の工事概要欄に「石綿含有

材の撤去の有無」を明記し、工事内容に石綿含有材

の撤去が含まれるのか、について注意が行き届くよ

うにし、さらに、契約後、受注者との打合せにおい

て、解体する建材の種別について確認を行い、市と

受注者において、石綿含有材の撤去について共通認

識を図ることで、再発防止を図った。 

 

 

平成２７年 

８月３日 
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平成２６年度公営企業会計定期監査（工事）の結果に対する措置 

 

                     上下水道局  料金課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

  

 検定満期となるφ４０～

１００粍の量水器を計量法

第７２条に基づき取替える

業務委託において、量水器取

替予定箇所で建物の解体な

どが発生し、量水器撤去のみ

の業務となったものについ

て、別途随意契約している水

道サービス公社に、電話など

により撤去を依頼し、本委託

契約については、設計変更に

よりその業務を除いて執行

していたもの。本来、委託契

約を締結している業務の条

件変更等については、委託契

約書に基づき委託者がその

事実を調査し、受託者の意見

を聞き執行しなければなら

ないが、その事務手続きを行

わず執行していたもの。 

 このような委託契約の条

件変更等は、今後も発生する

ことが予測されることから、

委託契約書に基づく適正な

契約の履行に努められたい。 

 

 

 措置日以降、取替予定事業所解体の際は、必ず受

託者と①②のとおり協議することとし、平成２７年

度の大口径量水器取替等業務委託においては、仕様

書の中に『使用者が所有、賃貸、使用貸借する建物

の解体等により取替箇所数が減少する場合がある。

詳細な内容については、委託者受託者協議の上決定

する』という文言を入れた。 

 

措置の方法 

○取替予定事業所の解体等によるメーター取り外

しが発生した場合 

 ①受託者へ連絡し、解体による緊急なメーター

の取り外し対応が可能であれば依頼し、「取

外しのみ」の単価となるため、その都度受

託者と協議を行い、業務委託打合簿を交わ

す。 

 ②対応ができない場合は、取替件数が減少する

ため、その都度受託者と協議を行い、業務

委託打合簿を交わす。 

  

平成２７年 

１０月８日 
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平成２６年度財政援助団体等監査の結果に対する措置 

 

                      都市建設局 植木中央土地区画整理事業所 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜取締役会の議事録につい

て＞ 

 会社法第３６９条第３項

によると、取締役会の議事

については、法務省令で定

めるところにより、議事録

を作成し、議事録が書面を

もって作成されているとき

は、出席した取締役及び監

査役は、これに署名し、又

は記名押印しなければなら

ないと規定されているが、

書面をもって作成された議

事録で押印のないものが散

見された。 

 議事録の押印について

は、関係法令に則り適正に

行われたい。 

 

 

 過去の取締役会での押印ができていなかった

議事録について、もれがあったものに押印した。 

 また、監査による指摘があった以降の取締役会

の議事録についても、もれがないよう押印するよ

う改善したところ。 

平成２７年 

１月２８日 
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平成２６年度財政援助団体等監査の結果に対する措置 

 

                      都市建設局 植木中央土地区画整理事業所 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜貸借対照表の公告につい

て＞ 

 会社法第４４０条第１項

によると、株式会社は、法務

省令で定めるところにより、

定時株主総会の終結後遅滞

なく、貸借対照表（大会社に

あっては、貸借対照表及び損

益計算書）を公告しなければ

ならないと規定されている。

また、当会社の定款第４条に

おいても、公告の方法とし

て、当会社の公告は、熊本日

日新聞に掲載すると規定さ

れている。 

 しかしながら、当会社設立

以来、貸借対照表の公告がな

されていなかった。 

 貸借対照表の公告につい

ては、関係法令に則り適正に

行われたい。 

 また、会社法第４４０条第

３項において、定時株主総会

の終結後遅滞なく、貸借対照

表の内容である情報を、定時

株主総会の終結の日後５年

を経過するまでの間、継続し

て電磁的方法により不特定

多数の者が提供を受けるこ

とができる状態に置く措置

をとれば、同条第１項の規定

は、適用しないと規定されて

いることから、この方法につ

いても検討されたい。 

 

 

 平成２７年５月２６日に開催した定時株主総会

にて、定款の一部を改正し、公告方法を熊本日日

新聞への掲載から官報へと変更。 

 平成２７年６月１６日付けの官報にて、貸借対

照表を公告。 

平成２７年 

６月１６日 
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平成２６年度財政援助団体等監査の結果に対する措置 

 

                     教育委員会事務局健康教育課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

理事会への必要な書類の提

出及び承認について 

 

経理規程第４７条の規定

では、決算において、財務書

類及び資金収支計算書の他

に必要な書類として収支相

償の計算書、公益目的事業費

比率の計算書を作成し、理事

会に提出し承認を受けなけ

ればならないことになって

いるが、その必要な書類が理

事会へ提出及び承認がされ

ていなかった。 

 

 公益財団法人として認定

を受けた後も、毎期、公益認

定の基準を遵守する必要が

あることから、この書類は、

その財務に関する基準を満

たしているのか確認するた

めの重要なものである。従っ

て、遺漏なく規定に基づき理

事会に提出され承認を受け

られたい。 

左記指摘事項に対しては、平成２７年５月１５日

開催の理事会より、収支相償の計算書、公益目的

事業比率の計算書を作成、提出し、理事会の承認

を得ることとした。 

平成２７年 

５月１５日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
監 委 公 告 第 ２ 号 
平成２８年１月１５日   

 包括外部監査結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じた改善策について、熊本市長等より

通知があったので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により公

表する。 
                          熊本市監査委員  家 入 安 弘 
                            熊本市監査委員  坂 田 誠 二 
                             熊本市監査委員  飯 銅 芳 明 
                             熊本市監査委員  坂 本 邦 彦 
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平成２４年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 
～テーマ：熊本市の保育事業の執行について～ 

 
                    健康福祉子ども局 保育幼稚園課・指導監査課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜滞納整理票（簿）の整理につい

て＞ 

 保育料の滞納者については、保

育幼稚園課にて滞納整理票を作成

し、滞納整理業務を行っているが

滞納整理票の一部を閲覧したとこ

ろ、下記の事項において記載内容

等が不十分であると思われる。 

ⅰ．滞納整理票の未納額の残高が

鉛筆で書かれているか又は残高の

記入がないものが散見された。収

納した時点で過去の未納額の残高

を訂正又は記入していた。 

ⅱ．滞納整理票で未納額の残高が

確認できないものが散見された。

熊本市は、収納整理簿で残高を管

理しているとのことであるが、滞

納整理票には収納整理簿が添付さ

れていないものが多数あり、滞納

整理票で滞納者を一元的に管理し

ていない。 

ⅲ．滞納整理票は滞納整理担当者

のメモ書きのように利用されてお

り、上司が滞納整理票を閲覧し滞

納者の滞納状況を把握するなどの

上司による滞納整理票の管理は行

われていない。 

ⅳ．滞納になる理由など必要とす

る滞納者の情報の記載が不十分で

ある。そのため適時に徴収金の減

免措置や悪質な滞納者に対する差

押えのなど処置が行われていな

い。 

ⅰ，ⅱ、 

 滞納整理票に、システム管理している収納

整理簿から出力した 新の未納明細を収納時

等に添付することにより、滞納者との交渉記

録や未納残高等を一元的に管理することとし

た。 

 

ⅲについては、平成２５年４月１日より、上

司のパソコン端末から滞納整理簿について確

認できるようにした。 

 

ⅳについては、滞納となっている理由等、滞

納者の情報を適宜滞納整理票に記載するよう

改めた。また、平成２７年４月１日から記録

を基に、何度も催告を行っている者に対して

は差し押さえを執行し、生活困窮者に対して

は徴収猶予を行っている。 

ⅰ、ⅱ、ⅳ 

平成２７年 

４月１日 

 

 

ⅲ平成２５年

４月１日 
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平成２４年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：熊本市の保育事業の執行について～ 

 

                    健康福祉子ども局 保育幼稚園課・指導監査課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜「熊本市認可外保育施設補

助金の事務処理手続き」につ

いて＞ 

 熊本市認可外保育施設補

助金の事務処理手続きにつ

いてサンプルチェックを行

った結果、「補助金交付申請

書」、同添付資料「交付申請

額算出内訳書」及び事業報告

書添付資料「補助金収支精算

書」において、対象人数の適

用誤り、集計の誤りによる交

付額に影響を及ぼす不備や、

交付額に影響は及ぼさない

が交付申請額算出内訳書や

補助金収支精算書に記載誤

りがあるものが見受けられ

た。 

 抽出サンプルの４１．２％

に不備があり、熊本市認可外

保育施設補助金の事務処理

手続に不備があると言わざ

るを得ない。改善が必要であ

る。 

 

 当該補助金の事務処理については、ダブルチェ

ックの徹底を行うとともに、施設から提出される

申請書の様式の見直しを行うなどの改善を図り、

適切な事務処理を行っている。 

 また、申請額に誤りのあった補助金について施

設からの返還を行った。 

平成２７年 

３月３１日 
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平成２５年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：行政組織の統制システムの整備運用状況について～ 

 

                      南区役所 農業振興課 

 北区役所 農業振興課 

 都市建設局 土木総務課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜年度末に残余予算の消化

を目的とした支出について 

＞ 

 年度末に残余予算を消化

するための不要不急の支出

があり、正当な予算執行とは

言えない支出があった。ま

た、任意団体現金で備品等を

購入した場合、その備品の所

属について不明確である。例

えば、任意団体が解散した場

合、保有する備品がどのよう

に処分されるか明確な規定

が無い状態である。補助金を

支出する側（熊本市）が補助

要綱等で予め規定しておく

べきであろう。 

 

（南区役所 農業振興課） 

 今回の包括外部監査での指摘を真摯に受け止

め、年度当初に承認された事業計画に基づき、

計画的に事業を進め、年度末の予算消化と疑わ

れるような支出が無いよう努める。 

 

（北区役所 農業振興課） 

 植木町担い手育成総合支援協議会・植木町地

域農業再生協議会 

 上記２事業において、年度末に残余予算の消

化を目的とした支出があったとの指摘につい

て、監査指摘を踏まえ、各年度の事業計画に基

づき、可能な限り事務事業の早期完了に努め、

年度全体の事業を適正に執行し、併せて熊本市

公金外現金取扱要綱の遵守に努め、不要不急の

支出を廃するものとする。 

 

（土木総務課） 

 年度当初に総会で承認された事業計画に基づ

いた計画的な事務執行を行い、年度末の予算消

化と疑われるような不要不急の支出は廃するこ

とにした。 

 また、期成会解散時の残余財産については、

期成会の事務局業務について定めた「熊本市期

成会事務局業務取扱要領」（平成２５年４月１

日制定）を平成２７年３月１日に一部改正し、

解散時の残余財産については、総会の議決を経

て、負担金の割合等に応じ、期成会構成市町村

へ贈与する旨定めた。 

 

（南区役所  

農業振興課） 

平成２５年 

９月２６日 

 

 

（北区役所  

農業振興課） 

平成２５年 

１０月２日 

 

 

（土木総務課）

平成２７年 

３月１日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      農水商工局 商工振興課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜備品の管理状況について

＞ 

 指定管理者は、仕様書に従

い市が貸与する備品及び物

品について、指定管理者の備

品及び物品とは明確に区別

した上で備品の現況を適切

に把握し、市が示す備品管理

台帳に登載すると共に、その

結果を市に報告する必要が

ある。市は、指定管理者から

の報告を受け、熊本市物品会

計規則に従い備品の現況を

明らかにし、必要に応じて、

自ら備品管理台帳と現物の

照合を行い、指定管理者の備

品の管理状況を確認し、市の

備品管理台帳に登載すべき

である。 

 また、備品に添付する備品

管理シールは、備品管理台帳

と備品の現物を紐づける重

要な役割を担っており、ま

た、市の備品と指定管理者の

備品とを区別するためのも

のでもあるため、備品に添付

すべきである。 

 備品台帳未登録の備品について、現物の確認を行

うとともに、備品購入の経緯を確認し、市の備品に

ついては指定管理者の備品及び物品と区別し、備品

台帳登録を行い、備品シールを添付した。 

平成２７年 

１１月６日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      健康福祉子ども局 障がい保健福祉課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜備品の管理状況について

＞ 

 指定管理者は、仕様書に

従い市が貸与する備品及び

物品について、指定管理者

の備品及び物品とは明確に

区別した上で備品の現況を

適切に把握し、市が示す備

品管理台帳に登載すると共

に、その結果を市に報告す

る必要がある。市は、指定

管理者からの報告を受け、

熊本市物品会計規則に従い

備品の現況を明らかにし、

必要に応じて、自ら備品管

理台帳と現物の照合を行

い、指定管理者の備品の管

理状況を確認し、市の備品

管理台帳に登載すべきであ

る。 

 また、備品に添付する備

品管理シールは、備品管理

台帳と備品の現物を紐づけ

る重要な役割を担ってお

り、また、市の備品と指定

管理者の備品とを区別する

ためのものでもあるため、

備品に添付すべきである。 

 

 平成２７年５月に現地にて現品確認を実施し、

備品管理台帳と突合の上、現品確認できた備品に

ついては市の備品管理シールを貼付するととも

に、すでに廃棄済み等で現品確認ができなかった

物については備品管理台帳から抹消処理を実施。 

平成２７年 

５月２７日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

 都市建設局 土木管理課自転車対策室 

  

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜備品の管理状況について

＞ 

 指定管理者は、仕様書に

従い市が貸与する備品及び

物品について、指定管理者

の備品及び物品とは明確に

区別した上で備品の現況を

適切に把握し、市が示す備

品管理台帳に登載すると共

に、その結果を市に報告す

る必要がある。市は、指定

管理者からの報告を受け、

熊本市物品会計規則に従い

備品の現況を明らかにし、

必要に応じて、自ら備品管

理台帳と現物の照合を行

い、指定管理者の備品の管

理状況を確認し、市の備品

管理台帳に登載すべきであ

る。 

 また、備品に添付する備

品管理シールは、備品管理

台帳と備品の現物を紐づけ

る重要な役割を担ってお

り、また、市の備品と指定

管理者の備品とを区別する

ためのものでもあるため、

備品に添付すべきである。 

 

 本市物品会計規則に基づき、備品の現物照合を

行い、備品管理台帳登載へ事務処理済。指定管理

者が管理する備品については、モニタリング時に

備品と台帳を照合済。 

 備品管理シールについては、契約検査総室から

交付されたものを貼付。 

平成２７年 

１１月５日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      観光文化交流局 文化振興課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜図録販売について＞ 

①領収証書の作成について 

熊本市会計規則第１９条におい

て、観覧券などの領収証書に類する

ものを交付するとき等を除いて、現

金の納付があった時は、領収証書を

発行しなければならないとあり、し

たがって図録の販売による現金納

付時は領収証書の発行が必要であ

る。 

図録は市の財産であり、その財産

の引き渡しおよび現金の収納行為

である図録販売の存在を確認する

ためにも証憑は重要であるため、図

録販売時の領収証書の発行および

控えの作成、保管は必要である。 

 

②図録の販売実績の記録について 

図録の販売実績が適切に集計さ

れていないため、月次や年次の各期

間や累計の販売実績の情報が正確

に把握できない。また、鉛筆による

記載のため、改ざんの可能性や修正

内容が検証できず、また書き方も統

一されていないため情報不足によ

り正確な販売実績は不明である。し

たがって、モニタリング等による事

後検証も困難であると考えられる。 

各図録の販売実績の月次集計等が

正確に作成できるよう、日々の集計

表（日報）に記載する図録販売実績

の記載フォーマットを再検討し、か

つ修正証跡が残るボールペン等で

記載すべきである。 

 

①領収証書の作成について 

 図録販売による現金納付時の領収書の発

行については、平成２７年度より、市販の

領収書を販売の都度発行、及び控えの保管

を開始。平成２７年８月１４日から、図録

販売専用の領収証書を制作し、発行・保管

を行っている。 

 

 

②図録の販売実績の記録について 

 図録の販売実績記録に関しては、指摘直

後にデータ管理表を見直し、月次・年次の

各累計販売冊数・販売金額が把握できるよ

う改善した。 

また、日々の記録用紙（日報）に関して

は、記録を行う受付職員に、ボールペンで

の記入を周知し改善した。 

①平成２７年 

４月１日 

 

 

②平成２７年 

４月１日 
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③図録の在庫管理について 

図録は、版権は市が所有し、販売

や配布、保管資料等の目的のために

市が所有しているものである。販売

価値や資料的価値がある以上、図録

は市の重要な財産である。したがっ

て、継続的な入出庫の記録と、定期

的な実地の棚卸の実施による図録

の在庫管理が必要である。 

また、図録の作成には種々の目的

があり、作成計画において目的を設

定したうえで予定部数を決定し作

成している。従って、目的別に個別

に在庫管理を行うことが適切と考

えられる。また、販売可能な資産と

しての価値や資料的価値を考慮す

ると、未管理による盗難・紛失等の

損害の発生を防止する上でも在庫

管理は重要である。 

③図録の在庫管理について 

 図録の在庫管理については、在庫管理記

録表への記載をする際、目的別・図録別に

販売・非販売用に欄を分けるとともに、ボ

ールペンを使用することとした。 

また月１回、在庫の棚卸作業を実施し、在

庫数の把握・保管庫内の整理を行ってい

る。 

③平成２７年 

４月１日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      市民局 市民協働課男女共生推進室 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜新たに整備した駐車場の

公有財産台帳への登載につ

いて＞ 

 新駐車場は、アスファルト

敷きの「駐車場設備」であり、

地方自治法に定める「不動産

の従物」であると考えるなら

ば、当該新駐車場は公有財産

に該当すると考えられる。 

また、センターの駐車場に

ついて、条例により使用料が

定められ、公有財産として使

用を許可し実際に使用料が

徴収されている経済的実態

は、旧駐車場、新駐車場とも

に同じである。それにもかか

わらず、旧駐車場は「男女共

同参画センターはあもにい」

と一体とはみなさず、新駐車

場は「男女共同参画センター

はあもにい」と一体とみな

す、という異なった取扱いを

するのであれば、当該取扱い

は平衡を欠くものであると

言わざるを得ない。 

 したがって、新駐車場につ

いても、旧駐車場と同様、「男

女共同参画センターはあも

にい」と一体とせず、公有財

産台帳に登載する必要があ

ると考える。 

 

 「アスファルト駐車場」について、平成２７年７

月１３日付け市協発第１９５号にて、管財課長に対

し、公有財産台帳（施設）としての登載を文書にて

依頼し、その後、当該台帳にて登載を確認した。 

平成２７年 

７月１３日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                     財政局    車両管理課        

都市建設局 土木管理課自転車対策室   

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜道路台帳及び公有財産台

帳への未登載について＞ 

 市は、施設の管理を行う前

提として、施設の状況を示し

た道路台帳または公有財産

台帳のいずれの台帳に登載

する必要がある。いずれの台

帳にも登載されていない状

況では、そもそも適切な管理

が行われているとはいえな

い。 

市は、辛島公園地下駐車場

等について道路の附属物と

して道路台帳に登載すべき

ものであるのならば、速やか

に道路台帳に登載する必要

がある。また、仮に道路の附

属物ではないと判断した場

合は、公有財産として公有財

産台帳への登載を検討すべ

きである。 

 

 市道廃止に伴い道路附属物としての位置付けか

ら外れることとなり、辛島公園地下駐車場及び辛島

公園地下通路については、公有財産として公有財産

台帳への登載を行った。 

平成２７年 

９月６日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      市民局 区政推進課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜選定委員会に関する議事

録の作成及び保管について

＞ 

 指定管理者の選定に関す

る選定委員会においては、委

員会における審議過程を公

表・開示することを前提とし

て、「熊本市市民参画と協働

の推進条例」「候補者選定ガ

イドライン」及び「熊本市情

報公開条例」に従い、議事録

を作成するとともに適切に

保管する必要がある。 

 

 平成２７年１１月２日に開催した、「熊本市地

域コミュニティセンター」指定管理者選定委員会

において、議事録の作成を行った。 

平成２７年 

１１月２日 

 



平成 28 年 2 月 1 日        熊 本 市 公 報        第 1417 号 
 

- 46 - 
 

平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      都市建設局  都市政策課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜選定委員会に関する議事

録の作成及び保管について

＞ 

 指定管理者の選定に関す

る選定委員会においては、委

員会における審議過程を公

表・開示することを前提とし

て、「熊本市市民参画と協働

の推進条例」「候補者選定ガ

イドライン」及び「熊本市情

報公開条例」に従い、議事録

を作成するとともに適切に

保管する必要がある。 

 

平成２６年度選定から議事録を作成し、各委員

の確認を受けた上、紙及び文書管理システムにて

保管している。 

平成２７年 

２月１７日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      農水商工局 商工振興課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜モニタリングの適切な実

施について（備品管理につい

て）＞ 

 市は、モニタリングの実施

に当たっては、指定管理者の

実施している業務について、

書類の確認にとどまらず、備

品の管理であれば例えば書

類と現物の照合を行うなど、

その実態に即した確認を適

宜実施し、適切に評価すると

ともに、必要に応じて指定管

理者に対して改善指導を行

う必要がある。 

 

モニタリングの中で、現物の照合も行った。 平成２７年 

８月２７日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      市民局 市民協働課男女共生推進室 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜モニタリングの適切な実

施について（備品管理につ

いて）＞ 

 市は、モニタリングの実

施に当たっては、指定管理

者の実施している業務につ

いて、書類の確認にとどま

らず、備品の管理であれば

例えば書類と現物の照合を

行うなど、その実態に即し

た確認を適宜実施し、適切

に評価するとともに、必要

に応じて指定管理者に対し

て改善指導を行う必要があ

る。 

 

 

 

 平成２７年６月２３日～２４日実施した、平成

２７年度第１回目モニタリングにおいて、書類確

認のほか、項目に応じ現地確認、備品台帳との照

合等行った。 

平成２７年 

６月２３日～

２４日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                  観光文化交流局 シティプロモーション課国際室 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜モニタリングの適切な実

施について（備品管理につい

て）＞ 

 市は、モニタリングの実施

に当たっては、指定管理者の

実施している業務について、

書類の確認にとどまらず、備

品の管理であれば例えば書

類と現物の照合を行うなど、

その実態に即した確認を適

宜実施し、適切に評価すると

ともに、必要に応じて指定管

理者に対して改善指導を行

う必要がある。 

 

 平成２７年９月３０日のモニタリングにおい

て、現存の備品については、台帳の整理と現物と

の照合作業を鋭意実施されていることを確認する

とともに、今後も随時備品台帳と現物の照合を行

うよう指導した。 

平成２７年 

９月３０日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      健康福祉子ども局  障がい保健福祉課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜モニタリングの適切な実

施について（備品管理につ

いて）＞ 

 市は、モニタリングの実

施に当たっては、指定管理

者の実施している業務につ

いて、書類の確認にとどま

らず、備品の管理であれば

例えば書類と現物の照合を

行うなど、その実態に即し

た確認を適宜実施し、適切

に評価するとともに、必要

に応じて指定管理者に対し

て改善指導を行う必要があ

る。 

 

 指摘を経て、平成２７年５月に備品の総点検を

実施。これからはモニタリングの際に現品確認を

適切に実施することとし、平成２７年度について

は２月実施予定のモニタリングの際に再度現品

確認を実施することとする。 

平成２７年 

５月２７日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

      都市建設局 土木管理課自転車対策室 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜モニタリングの適切な実

施について（備品管理につい

て）＞ 

 市は、モニタリングの実施

に当たっては、指定管理者の

実施している業務について、

書類の確認にとどまらず、備

品の管理であれば例えば書

類と現物の照合を行うなど、

その実態に即した確認を適

宜実施し、適切に評価すると

ともに、必要に応じて指定管

理者に対して改善指導を行

う必要がある。 

 

 平成２６年度のモニタリング実施時に、立入調

査を行い、書類の確認や業務内容の聞取り調査を

実施している。指定管理者が管理する備品につい

ては、備品と台帳を照合済。 

平成２７年 

３月１７日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      観光文化交流局 観光振興課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜モニタリングの適切な実

施について（備品管理につい

て）＞ 

 市は、モニタリングの実施

に当たっては、指定管理者の

実施している業務について、

書類の確認にとどまらず、備

品の管理であれば例えば書

類と現物の照合を行うなど、

その実態に即した確認を適

宜実施し、適切に評価すると

ともに、必要に応じて指定管

理者に対して改善指導を行

う必要がある。 

 

 モニタリング実施時に、書類と現物の照合につ

いて実施。実態に即した確認を行っている。 

平成２７年 

４月１７日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      農水商工局 商工振興課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜モニタリングの適切な実施に

ついて（管理経費の収支状況の確

認について）＞ 

 指定管理者制度導入施設のモ

ニタリングに関する基本方針の

「２ 財政状況の評価と確認」に

おいて「毎年度事業終了後に提出

する事業報告書において、指定管

理業務に関する財務状況（料金収

入の実績、指定管理料等の収支状

況等）も報告する義務があり、市

はこの財務書類で応募段階の収

支計画と乖離していないかを確

認することとする。」と規定して

いる。 

 市は、管理経費の状況につき、

基本方針の趣旨に従い適切に確

認する必要がある。さらに、市は

指定管理者に対して、必要に応じ

て改善指導を行う必要がある。 

※平成２６年度包括外部監査報

告書（Ｐ５３）より抜粋 

人件費を本部会計と情報会館運

営事業で負担しており、他の８事

業も当然に人件費を負担すべき

であるが負担していない。平成２

５年度事業実施報告書の管理経

費の収支状況における人件費も

同様であり、過度に人件費の負担

をしていると思われる。 

 指定管理者の人件費について、人件費を本部

会計と情報会館運営事業で負担状況について、

それぞれの業務に従事した時間を報告させる

とともに、従事割合に応じた負担になっている

かモニタリングで確認を行うこととした。 

平成２７年 

８月２７日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      市民局  市民協働課男女共生推進室 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜モニタリングの適切な実施につ

いて（管理経費の収支状況の確認

について）＞ 

 指定管理者制度導入施設のモニ

タリングに関する基本方針の「２ 

財政状況の評価と確認」において

「毎年度事業終了後に提出する事

業報告書において、指定管理業務

に関する財務状況（料金収入の実

績、指定管理料等の収支状況等）

も報告する義務があり、市はこの

財務書類で応募段階の収支計画と

乖離していないかを確認すること

とする。」と規定している。 

 市は、管理経費の状況につき、

基本方針の趣旨に従い適切に確認

する必要がある。さらに、市は指

定管理者に対して、必要に応じて

改善指導を行う必要がある。 

※平成２６年度包括外部監査報告

書（Ｐ８７）より抜粋 

市が取りまとめている「平成２５

年度 指定管理者管理運営評価

表」において、指定管理者である

共同企業体の「収支状況」につい

ては、「Ｂ」（仕様書・協定書等

の内容に対し、適切であると判断

できるもの）との判断がなされて

いる。 

しかし、「４．収支報告の適切性

について」で述べたように、収支

報告が実際発生額で適切に表示し

ていない以上、「適切である」と

の市の判断は適切ではない。 

 料金収入や経費等の状況を確認し、コスト

面においての管理運営状況をこれまでの推

移とともに確認した。人件費については、構

成企業に係る業務と指定管理に係る業務と

の従事割合の報告を求め、それに応じた人件

費計上となっているかを確認した。 

平成２７年 

６月２３日～

２４日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      都市建設局  公園課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜モニタリングの適切な実

施について（管理経費の収

支状況の確認について）＞ 

 指定管理者制度導入施設

のモニタリングに関する基

本方針の「２ 財政状況の

評価と確認」において「毎

年度事業終了後に提出する

事業報告書において、指定

管理業務に関する財務状況

（料金収入の実績、指定管

理料等の収支状況等）も報

告する義務があり、市はこ

の財務書類で応募段階の収

支計画と乖離していないか

を確認することとする。」

と規定している。 

 市は、管理経費の状況に

つき、基本方針の趣旨に従

い適切に確認する必要があ

る。さらに、市は指定管理

者に対して、必要に応じて

改善指導を行う必要があ

る。 

※平成２６年度包括外部監

査報告書（Ｐ１４９）より

抜粋 

市は、モニタリングにおい

て管理経費の収支状況に関

し、不正な支出がないよう

確認を行う必要がある。 

 

各年度の収支実績報告書を作成させ、平成２７

年度の第１回目のモニタリングの際に、根拠書類

（帳簿や領収書、支払い伝票等）の確認を行うと

ともに、応募段階の収支計画との比較確認を行っ

た。なお、改善指導すべき事項は無かった。 

平成２７年 

１０月２７日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      農水商工局 産業政策課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜モニタリングの適切な実施につ

いて（管理経費の収支状況の確認

について）＞ 

 指定管理者制度導入施設のモニ

タリングに関する基本方針の「２ 

財政状況の評価と確認」において

「毎年度事業終了後に提出する事

業報告書において、指定管理業務

に関する財務状況（料金収入の実

績、指定管理料等の収支状況等）

も報告する義務があり、市はこの

財務書類で応募段階の収支計画と

乖離していないかを確認すること

とする。」と規定している。 

 市は、管理経費の状況につき、

基本方針の趣旨に従い適切に確認

する必要がある。さらに、市は指

定管理者に対して、必要に応じて

改善指導を行う必要がある。 

※平成２６年度包括外部監査報告

書（Ｐ１７０）より抜粋 

市は指定管理者である管理運営共

同企業体から実際の経費に基づか

ない月次報告及び月次報告の提出

を受けていたにもかかわらず、そ

れに対する検証及び評価を適切に

行えず看過したという点で、モニ

タリング上、不備があると言わざ

るを得ない。市は、協定書に従い

適切にモニタリング（検証及び評

価）を行う必要がある。 

 収支状況の確認については、四半期ごとの

モニタリングの際、毎月の収支報告の根拠書

類（帳簿や領収書、通帳等）を十分確認、実

態を把握することとした。 

平成２７年 

７月６日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                 観光文化交流局  シティプロモーション課国際室 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜モニタリングの適切な実

施について（管理経費の収支

状況の確認について）＞ 

 指定管理者制度導入施設

のモニタリングに関する基

本方針の「２ 財政状況の評

価と確認」において「毎年度

事業終了後に提出する事業

報告書において、指定管理業

務に関する財務状況（料金収

入の実績、指定管理料等の収

支状況等）も報告する義務が

あり、市はこの財務書類で応

募段階の収支計画と乖離し

ていないかを確認すること

とする。」と規定している。 

 市は、管理経費の状況につ

き、基本方針の趣旨に従い適

切に確認する必要がある。さ

らに、市は指定管理者に対し

て、必要に応じて改善指導を

行う必要がある。 

※平成２６年度包括外部監

査報告書（Ｐ２０８・２０９）

より抜粋 

指定管理者により提出され

た収支報告の中に、構成員の

うち１社の収支につき業務

委託費のみで計上されてお

り、支出の性質に応じた項目

での計上がなされていなか

った。 

 

 平成２７年９月３０日のモニタリングにおい

て、包括外部監査にて指摘を受けた支出項目につ

いて改善されていることを確認するとともに、今

後も支出の性質に応じた適切な項目で計上するよ

う指導した。 

平成２７年 

９月３０日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      健康福祉子ども局  障がい保健福祉課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜モニタリングの適切な実施

について（管理経費の収支状況

の確認について）＞ 

 指定管理者制度導入施設の

モニタリングに関する基本方

針の「２ 財政状況の評価と確

認」において「毎年度事業終了

後に提出する事業報告書にお

いて、指定管理業務に関する財

務状況（料金収入の実績、指定

管理料等の収支状況等）も報告

する義務があり、市はこの財務

書類で応募段階の収支計画と

乖離していないかを確認する

こととする。」と規定している。 

 市は、管理経費の状況につ

き、基本方針の趣旨に従い適切

に確認する必要がある。さら

に、市は指定管理者に対して、

必要に応じて改善指導を行う

必要がある。 

※平成２６年度包括外部監査

報告書（Ｐ２３０）より抜粋 

平成２５年度事業報告書には

「管理経費の収支状況」が記載

されていない。 

 

 平成２６年度実績報告の際に管理経費の収支

状況についても、指定管理者から提出を受ける

とともに、平成２７年１０月２日に実施したモ

ニタリングにおいて、提出された収支状況に間

違いないか、本市との協定の通りとなっている

か、給与台帳や領収書等を現品確認した。 

平成２７年 

１０月２日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      健康福祉子ども局 健康福祉政策課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜モニタリングの適切な実施に

ついて（管理経費の収支状況の

確認について＞ 

 指定管理者制度導入施設のモ

ニタリングに関する基本方針の

「２ 財政状況の評価と確認」

において「毎年度事業終了後に

提出する事業報告書において、

指定管理業務に関する財務状況

（料金収入の実績、指定管理料

等の収支状況等）も報告する義

務があり、市はこの財務書類で

応募段階の収支計画と乖離して

いないかを確認することとす

る。」と規定している。 

 市は、管理経費の状況につき、

基本方針の趣旨に従い適切に確

認する必要がある。さらに、市

は指定管理者に対して、必要に

応じて改善指導を行う必要があ

る。 

※平成２６年度包括外部監査報

告書（Ｐ２９０）より抜粋 

当初、指定管理者から提出され

た平成２５年度管理経費の収支

状況が、平成２６年１１月４日

に訂正され再提出されている。

これにより平成２５年度の収支

差額が３９０，７９７円から６

２５，７５９円へ変更されてい

る。 

 

 今まで、指定管理者から収支報告書のみを提

出してもらっていたが、収支報告書の提出にあ

わせ根拠となる資料の提出を求め、収支報告書

の確認を行うように改めた。 

平成２６年 

１１月４日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                  観光文化交流局 シティプロモーション課国際室 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜指定管理者である共同企

業体の収支報告書について

＞ 

 指定管理者である熊本市

国際交流会館共同企業体は、

その作成する収支報告書に

おいて、各構成員の活動実績

について「業務委託費」の項

目を用いて計上するのでは

なく、人件費や修繕費といっ

た活動の性質ごとの項目を

用いて計上する必要がある。 

 

平成２７年９月３０日のモニタリングにおい

て、平成２６年度からは、構成員の活動実績は、

その性質ごとの項目で計上されていることを確

認した。 

平成２７年 

９月３０日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      農水商工局 産業政策課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜指定管理者の月次報告及び

決算書の数値の適切性につい

て＞ 

 指定管理者である管理運営

共同企業体が作成した月次報

告及び管理経費の収支状況は、

各構成企業への支払金額等に

基づき作成されており、実際の

経費に基づいた数値により作

成されていない。その結果、指

定管理者である管理運営共同

企業体の活動成果を計数面で

評価することができない状態

となっている。 

したがって、指定管理者であ

る管理運営共同企業体は、実際

の経費に基づき月次及び年次

の管理経費の収支状況を作成

する必要がある。 

また、市は指定管理者である

管理運営共同企業体から実際

の経費に基づかない月次報告

及び月次報告の提出を受けて

いたにもかかわらず、それに対

する検証及び評価を適切に行

えず看過したという点で、モニ

タリング上、不備があると言わ

ざるを得ない。市は、協定書に

従い適切にモニタリング（検証

及び評価）を行う必要がある。 

 

 指定管理者である同企業体に対し、月次の管

理経費の収支状況を、実際の経費に基づいた数

値により作成するよう指導した。 

また、市は、四半期ごとのモニタリングの際、

毎月の収支報告の根拠書類（帳簿や領収書、通

帳等）を十分に把握、確認した。 

平成２７年 

５月７日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      観光文化交流局 文化振興課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜事業報告書及び事業計画

書の提出について＞ 

 所管課の担当者は、財団の

理事会資料の事業報告書と

事業計画書を入手している

ので、市に報告する事業報告

書と事業計画書を兼ねてい

るとの理解であるが、財団の

理事会資料と市に提出され

る報告書等とは作成目的が

異なり、理事会資料が市に提

出された報告書と扱うこと

はできないと考える。市に提

出する事業報告書と事業計

画書の記載内容と理事会資

料とは記載内容は相違して

いるので、正式な事業報告書

等の提出を求めるべきであ

る。 

 平成２６年度事業報告書、平成２７年度事業計

画書より財団として及び指定管理者としての報

告書、計画書の提出を求めた。 

平成２７年 

４月３０日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      財政局   車両管理課       

 都市建設局 土木管理課自転車対策室 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜事業報告書における「管理

経費の収支状況」の提出につ

いて＞ 

 所管課によれば、指定管理

者である駐車場公社の決算書

類を入手しており、当該決算

書類には駐車場公社が実施し

ている事業ごとに決算数値が

記載してあるため、当該決算

書類における「辛島公園地下

駐車場」「辛島公園地下自転

車駐車場」の数値が、事業報

告における「管理経費の収支

状況」の数値を兼ねていると

の理解である。 

 しかし、駐車場公社の決算

書類と「管理経費の収支状況」

とは作成目的が異なるため、

協定書に従い、市は指定管理

業務に係る「管理経費の収支

状況」もあわせて入手する必

要がある。 

 平成２６年度分については、指導の下、駐車場

公社の決算書類とともに指定管理業務に係る「管

理経費の収支状況」もあわせて提出させた。以後、

毎年度提出を行うよう適切に指導を行った。 

平成２７年４

月１０日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      観光文化交流局 観光振興課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜年度業務計画書における

「収支計算書」及び年度総括

書における「管理経費の収支

状況」の未入手について＞ 

 市は、協定書の規定に従

い、毎年度、年度業務計画書

としての「収支計算書」及び

年次総括書としての「管理経

費の収支状況」を入手する必

要がある。 

 なお、「管理経費の収支状

況」については、所管課によ

れば、指定管理者である観光

交流サービスの決算書類を

入手しており、当該決算書類

の損益計算書の数値が、年次

総括書における「管理経費の

収支状況」の数値を兼ねてい

るとの理解である。しかし、

観光交流サービスの決算書

類と「管理経費の収支状況」

とでは作成目的が異なるた

め、協定書に従い、市は指定

管理業務に係る「管理経費の

収支状況」もあわせて入手す

る必要がある。 

 また、市は単に入手するに

とどまらず、予算である「収

支計算書」と実績である「管

理経費の収支状況」との照合

及び評価を行う必要がある。 

 平成２７年度から、観光交流サービスの決算書

類とあわせて、業務計画書における「収支計算書」

及び、年次総括書における「管理経費の収支状況」

の提出を指定管理者に求め、入手したところ。 

 入手した書類を照合及び評価し、適切な収支状

況であることを確認した。 

今後も協定書等に基づき、必要書類の提出を適

切に求めることとする。 

 

平成２７年 

３月３１日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

               都市建設局 土木管理課自転車対策室 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜モニタリング調査の回数

について＞ 

 「指定管理者制度導入施設

のモニタリングに関する基

本方針」に従い、業務遂行状

況を適時に評価するために、

市は、モニタリング回数を

低でも年２回に増やす必要

がある。 

 また、誰がいつどのような

モニタリングを行ったか、そ

の責任の所在を明確にする

ため、モニタリング実施時の

チェックリストには、実施

日、実施時間、実施者等を記

載する必要がある。 

 さらに、モニタリング時に

「×」を評価された項目につ

いては、その詳細な内容を記

録するとともに、当該事項が

改善されたか否かのフォロ

ーアップを適時行う必要が

ある。 

 平成２６年度からモニタリングを２回実施して

おり、チェックリストに、実施日、実施時間、実

施者を記載している。 

 モニタリング時に「×」と評価された事項につ

いては、内容を記録し改善指導書を交付済。指定

管理者からは、改善計画書と関係書類を徴取し改

善を確認している。 

平成２７年 

３月１７日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      都市建設局 公園課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜業務の再委託について＞ 

 社団と上記の法人等とは、

共同企業体ではなく別個の

法人であるから、仕様書に従

い、指定管理者は業務の再委

託について書面による市の

承諾を得る必要がある。 

 業務の一部について、指定管理者から提出され

た承認願について書面にて承諾を行うとともに、

業務を再委託する場合は市の事前承諾を得るよ

う、指定管理者に指導を行った。 

平成２７年 

４月１日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                  観光文化交流局 シティプロモーション課国際室 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜共同企業体の構成員が再

委託にかかる競争入札の指

名業者になることについて

＞ 

 共同企業体の各構成員は、

管理運営業務を共同連帯し

て履行するのであって、共同

企業体から構成員に対して

業務を委託する関係にはな

い。 

 そのため、共同企業体の構

成員が再委託のための指名

競争入札の指名業者として

参加するのは適切ではない。 

 施設の管理運営業務のう

ち一部の業務について、構成

員が業務を実施するのが適

切であるならば、競争入札を

経るまでもなく当然に構成

員が業務を実施する必要が

ある。一方で、他の業者に再

委託をしたほうが適切であ

るのであれば、競争入札等の

任意の方法を経て構成員以

外の者と再委託契約を締結

することとなる。 

 平成２７年９月３０日のモニタリングにおいて、

平成２６年度からは共同企業体構成員への再委託

はないことを確認した。また、今後も共同企業体構

成員への再委託は行わないことを指導した。 

平成２７年 

９月３０日 
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平成２６年度 包括外部監査結果に対する措置状況報告書 

～テーマ：公の施設の管理運営及び指定管理者制度の事務の執行について～ 

 

                      観光文化交流局 観光振興課 

 

指摘事項等 措置内容 措置日 

＜再委託を行う場合の市の

承諾について＞ 

 協定書に従い、指定管理

者は管理運営業務の一部を

ＳＰＣの構成企業以外の第

三者に再委託させる場合に

は、あらかじめ書面による

市の承諾を得る必要があ

る。 

 年度業務計画書にて委託業者一覧表を入手し、

承認済み。 

 なお、今後新規で再委託を行う場合は、その都

度書面により事前承諾を得るよう指導を行った。 

平成２７年 

３月３１日 
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 農 業 委 員 会  

農 委 公 告 第 １ ３ 号   
平成２８年１月４日   

熊本市農業委員会総会会議規則（平成２４年農委規則第１号）第２条により農業委員会総会を次の

とおり招集する。 

熊本市農業委員会 会長  森 日 出 輝   

１ 日時 平成２８年１月８日（金）午後３時 

２ 場所 市役所１４階大ホール 

３ 議題 

第１号議案 農地法第３条の規定に基づく許可申請（会許可分） 

  第２号議案 競売買受適格証明願（耕作目的：会許可） 

  第３号議案 農地法第４条の規定に基づく許可申請 

第４号議案 農地法第５条の規定に基づく許可申請 

第５号議案 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画（１０号） 

第６号議案 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画（農地中間管理機構との貸借） 

第７号議案 納税猶予に関する適格者証明願 

第８号議案 引き続き農業経営を行っている旨の証明願 

４ 報告事項  

５ その他   

 


